
＜区助成事業＞ 器具代、作業手間賃等を助成します

■

■ ４点以上を希望の場合は、４点目から有料となります。

● ６０歳以上の世帯の方

● 愛の手帳をお持ちの方

● 身体障害者手帳１級から４級のいづれかに該当する方

● ひとり親世帯の方

上記以外の方で設置をご希望の場合はお問い合わせください。

設置器具例

※予算の範囲内で終了となります。

※当事業は、家具が絶対に倒れないことを保証するものではありませんのでご了承ください。

申込み・お問い合わせ先
公益社団法人

電話　　３９８２－９５３３
ＦＡＸ　３９８２－９５３２

　これらのことから住宅火災による死者を低減させ
るために消防法が改正され、平成２３年５月３１日
までに全住宅に火災警報器の設置が義務付けられて
います。

　シルバー人材センターでは会員がお客様のご自宅に伺い、家具転倒防止器具や火災報知機の設置
をお引受けします。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

　近年発生した大きな地震の負傷原因で最も多いの
は、屋内の家具類の転倒や落下によるものと言われ
ています。
　そのような被害を減少する為に大切なことは、住
宅の耐震化と家具の固定などにより、家内の安全確
保を図ることです。

　住宅火災による死者は増加傾向にあり建物火災に
よる死者の約９割、その内約６割は就寝時間帯の
「逃げ遅れ」によるものです。

地震・火事対策は万全ですか？


豊島区シルバー人材センター

ベルト式金具 　　９００円
　　５００円

住宅用火災警報器 ２，０００円

器具３点までの器具代、手間賃等が無料となります。

転倒防止板

器具 金額

家具転倒防止器具の設置

住宅用火災警報器の設置

設置費用 ※３点まで無料です

無料対象者
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